
よろず支援拠点伴走支援事業に係る民間支援機関 公募要領 

 

公益財団法人福島県産業振興センター（以下、「センター」という。）では、令和５年度中小企業・小規

模事業者ワンストップ総合支援事業（福島県よろず支援拠点事業（以下「本事業」という。））における、

中小企業者への伴走支援（以下「伴走支援」という。）を行うにあたり、民間支援機関を下記のとおり公

募します。 

記 

１ 公募の趣旨・目的 

  伴走支援の対象となる中小企業者が抱える課題は、複雑かつ複合的なものが多く、また、課題解決に

は長期間を要するものも多くあります。その中で、専門性が高い課題は、より専門性を有する民間支援

機関につなぎ、支援を実施していく必要があることから、連携が可能な民間支援機関を公募します。 

 

２ 業務内容 

  伴走支援の対象となった中小企業者が抱える専門性の高い課題の解決に取り組む。 

 

３ つなぎのルール 

伴走支援の過程で、センターから外部の民間支援機関につなぐ際には、外部から利益誘導等の疑いを

持たれることのないよう、その透明性・公平性を担保する必要があることから、原則として、次の５つ

のルールを遵守し、民間支援機関へのつなぎを行います。 

（１） つなぐ先となる民間支援機関は、原則として、連携支援機関リスト（センターが支援対象者等

に提供する民間支援機関のリスト）に登録された民間支援機関とする。 

（２） 事業者は、連携支援機関リストより、自らの判断で支援を受ける民間支援機関を決定する。 

（３） センターは、事業者が（２）の判断をする際の参考情報として、相談内容に応じた支援を実施

することに適した民間支援機関を、支援実績等を踏まえて紹介することができる。 

この場合、事業者に対して、予断を与えない形で、複数社の紹介を行うこととする。なお、紹

介できる民間支援機関が連携支援機関リストに１社しかない場合については、合理的な選定理

由があれば可能とする。 

（４） 事業者が、（３）による紹介を受けて支援機関等を決定する場合、任意の支援機関等を決定し、

コンタクトを取ったところ、費用面での折り合いがつかない等の理由により、２社目、３社目

にアプローチすることは可能とする。 

（５） 事業者並びに支援を実施した支援機関及び人材については、センターのシステムに登録し、当

該支援を行った年度末にリスト化し、保存する。 

 

４ 民間支援機関登録の要件 

登録における民間支援機関の要件は以下のとおりとします。 

（１） 高度かつ具体的なソリューションを提供できる者 

（２） 本事業の趣旨・目的に沿った支援を実施できる者 

 

５ 応募方法 

 （１）募集期限 

    令和５年１０月３１日（火）１７：００必着 

 （２）提出書類 

   ① 民間支援機関登録申請書（別紙１） 

   ② 宣誓書（別紙１付属） 



   ③ 事業者の概要がわかる書類（会社案内、パンフレット等） 

   ④ 支援業務の内容及び支援実績がわかる書類 

   ⑤ 個人情報の管理に関する書類（個人情報保護方針など） 

   ⑥ その他、センターが必要と認める書類 

 （３）書類提出先 

    公益財団法人福島県産業振興センター 郡山事務所 

     〒963-8005 郡山市清水台１丁目３番８号 郡山商工会議所会館 403号 

     ※提出された書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承下さい。 

 

６ 民間支援機関の登録について 

  上記５（２）の提出書類を受領後、センターにおいてその内容を審査の上、登録の可否を判断いたし

ます。また、その結果につきましては、書面にてお知らせいたします。 

  なお、登録可否の理由につきましては、回答いたしかねますのでご了承ください。 

 

７ その他 

（１）課題解決のための支援に着手する場合は、事前に相談者との間で適切な契約書等を交わすほか、当

該契約書等に報酬の条項や秘密保持条項などを適宜盛り込み、トラブルの回避に努めてください。 

（２）相談者との間で、報酬の未払いその他のトラブルが生じたとしても、自らの費用と責任で処理して

ください。なお当該事案が発生した場合、経済産業省、中小企業庁、東北経済産業局、よろず支援

拠点全国本部（（独）中小企業基盤整備機構）、センターは一切の責任を負いません。 

（３）本支援において、福島県よろず支援拠点から紹介を受けたことによる紹介料、キックバックその他

の対価を福島県よろず支援拠点の関係者に支払うことは絶対に行わないでください。 

（４）民間支援機関としての登録後、本事業の目的や内容から逸脱した行為、申請書類に虚偽がある場

合、社会的信用を失墜する行為などを行った場合は、登録を取り消す場合がございます。 

 

【お問い合わせ先】 

公益財団法人福島県産業振興センター 郡山事務所 

（福島県よろず支援拠点） 

〒963-8005 福島県郡山市清水台１丁目３番８号 

電 話：024-954-4161 E-mail：yorozu@f-open.or.jp 


